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わが国における精神科救急・
急性期医療の現状と課題

平成25年8月9日
千葉県精神科医療センター

日本精神科救急学会

全国自治体病院協議会

平田豊明

精神障害者に対する医療の提供を確保するための
指針等に関する検討会 参考資料

精神科救急医療の任務

１．精神科的な危機状況に迅速に対応し、

（１）不幸な事象を未然に防止すること

（２）精神科利用者の在宅ケアを支援する
こと

２．重症患者に手厚い医療を提供し、慢性
化と長期在院を防止すること
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精神科救急医療体制整備事業
～受診件数と入院件数の推移～
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受診件数 39,862

入院件数 16,292
（入院率 40.9%）

精神科救急医療体制整備事業
～受診件数と入院件数（2011年度）～
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精神科救急医療体制整備事業
～人口万対受診件数と入院率（2011年度）～

人口万対受診件数

入
院
率

要入院ケースに絞ら
れる。大都市中心

トリアージ緩い。
地方中心

人口万対受診件数×入院率
＝人口万対入院件数
＝ 1 ～ 2 件／人口1万／年

精神科救急入院料病棟認可施設数の推移
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合併症型 救急入院料1・2

精
神
科
救
急
入
院
料
新
設

精神科救急入院料増額
（2,800点→3,400点）

精神科救急入院料増額
（3,400点→3,420点）

6月末

精神科救急・合併症
入院料新設

注：奈良県立医大は２種の入院料認可
（図では合併症のみを表示）
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栃木（12）

群馬（9･100）

千葉（1･16･17･29･33･51･66･97･４）

石川（10･36）

神奈川（13･77･86･99･3･５）

静岡（3･11･25･43･53）
三重

（8･50）

大阪（6･15･28･41･46･48･83･7･9）

広島（7･55）

愛媛（2）

佐賀（4）

沖縄（24･34･108）

山梨（18）

精神科救急入院料認可施設
（2013年７月1日現在115施設）

斜体は民間及び公的病院（80）、国･自治体（35）

下線は合併症型（国･自治体6、民間３）

京都（21･64）

東京（5･42･52･56･57･62･63･73･74･75･87 94･98･104）

高知
(19･72）

山形（23･37･93）

岡山（14）

宮城（2６）

埼玉（38･45･58･65･80･85）

兵庫

（32･39･95･96）

福井（27）

福岡（20･35･59･61･76）

長崎（31）

奈良（54･
60 ･1 ）

山口（30･49）

愛知（47･69･88･101･103･106）
徳島（2）

茨城（44）

岐阜（67）

秋田（68）

福島（70･71）

宮崎（６）

長野

（78･81）

熊本（79･84･102）

富山（82）

北海道（22･89･90･91･92･8）

・国立病院（国立系独法を含む）
・自治体立病院（地方独法・国保立を含む）
・公的病院（日赤・済生会・厚生連・社保立・公社・

私立大病院を含む）
・民間病院（公益法人・財団法人を含む）

鹿児島（105）

精神病床の内訳（2011年6月末）

救急

急性期

特定機能

10対1

13対1

15対1

18対1

20対1

認知症

精神療養

その他

337,842床

12,159床（医観法635、小児25、 特別
入院3,659、特殊疾患3,211、他4,629）

102,289床（1,856病棟）
33,000床（624病棟）

11,846床（193施病棟

1,506床（41病棟）
4,217床（110病棟）

16,125床（330病棟）
5,697床（124病棟） 21,822床

（6.5％）

7,077床（144病棟）

138,927床（2,574病棟）

4,999床（80病棟）

精神保健福祉資料より

年間約6回
転するため
年間の全入
院件数（約
40万件）に
占める割合
は約33％
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わが国の精神科平均在院日数の推移

精神科救急事業開始・SGA臨床供与開始

精神科急性期治療病棟入院料新設

精神科救急入院料新設

精神科救急入院料増額

厚生労働省資料より

千葉県精神科医療センター

■設立 1985年6月
■定床 50床（精神科
救急入院料病棟1号店）

■スタッフ 94人
医師 14（指定医10）
看護師 46
保健師 7
精神保健福祉士 11
作業療法士 2 など

千葉県精神科医療センター
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当センターの基本方針

１．即応医療（immediate  care）
← 24時間の電話相談（全県の精神科救急情報センターを
兼務）と救急外来

２．集中医療（intensive  care）
← 個室の多い小規模病棟と高密度のスタッフ配置
３．継続医療（continuous  care）

← 退院患者の6割が継続外来（デイホスピタルとアウトリー
チの追加で在宅ケア支援）

４．包括医療（comprehensive  care）
← 病院は小さく、ネットワークは広く

急性患者を速やかに受け入れ、
手早く治して社会に戻し、地域で支える

当センターの診療実績
（2012年度）

第１病棟

第２病棟

病棟

受
診
要
請

電
話
相
談

救
急
外
来

継続外来
デイ・ホス
ピタル

訪問看護

精神科
転入院

その他

7,441 393

精神科
転通院

1,071

7,654

延べ35,467                         
1日平均131.8
3月実数1,771

1日平均47.3人
平均在院日数44.0日

588

392 243

98

36

16

29,161

輪番・基幹
病院等

622

6割が夜間・休日
6割が新患

転院理由：かかりつ
け病院戻し（31.5%）,
慢性経過（17.7）, 専
門治療委託（16.7）,
遠隔地（12.7）など

一般科転
院, 司法
機関など
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入院患者残留曲線
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全国平均 当センター 補正値

平成23年6月
入院患者
33561人

平成23年度
入院患者
407人

%

入院

転院患者分

を全国平均
で補正

“new long 
stay”（「重
度かつ慢
性」を含む）

急性期

亜急性期

慢性期

在院患者の現状と今後の方針

69,348 

42,489 

87,976 

48,257 

56,324 

在院期間別在院患者数

304,394人

3ヶ月未満

3ヶ月～1年

1年～5年

5年～10年

10年以上

急性期治療
での精神科
特例廃止

入院は原則
1年以内

PSW配置等 で
退院促進

重度かつ慢性
患者への配慮

退院促進
福祉施設移行

国の今後の方針
（平成23年
6月末）

近未来
予測

急性型病棟
の高規格化
と普及

入院病棟の
限定（？）

厳密な定義
と医療費等
の加算（？）

“new long 
stay”

“old 
long 
stay”
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わが国の精神科救急医療の主な問題点

１．ミクロ救急の弱体化とマクロ救急事業の地域差
・大都市中心と人口過疎地区は夜間休日にミクロ救急が機能しない
・つまり、マクロ救急事業が活発な地域で利用者が幸福とは限らない

２．救急医療へのアクセスが容易でない
・電話相談窓口の機能も地域差が大きい

・民間救急を抑止する移送制度（34条）はほとんど機能していない

３．身体救急と精神科救急の連携が未整備
・総合病院有床精神科（並列モデル）の苦戦
・病病連携（縦列モデル）の未整備

４．精神科救急入院料病棟での医療が不均質
・経営優先の「スーパー救急病棟」運用 患者の「流民化」
・「算定外」患者の切り捨て 慢性病棟への「沈殿」

精神科救急医療の改革指針案

１．アクセシビリティの向上
（１）電話相談窓口の拡充

（２）精神科診療所の一次救急参加（夜休診など）

（３）アウトリーチの展開（移動救急室）

２．身体合併症対策の推進
（１）「一般病床＋リエゾンチーム」の普及（並列モデル）

（２）「互恵的病病連携」の追求（縦列モデル）

３．救急病棟における医療水準の向上

（１）全国共通患者データベース（eCODO）の普及
（２）ピアレビューの導入

（３）病棟認可基準と医療費給付のグレードアップ

★将来的には新規の非自発入院は高規格病棟に限定
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